
【傷害保険】「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガが対象です。 

★対象者：大会参加チームの選手・監督・コーチ等＜応援は対象外＞、大会運営従事者 

★主な補償内容    死亡・後遺障害    1人当たり 1,100万円 

                  入院 日額         １人当たり   5,000円(180日以内) 

                  通院 日額      １人当たり   3,000円(180日以内) 

    参考：【傷害危険担保契約(傷害保険)書】より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【損害保険】 

  他人の身体・生命を害し、または他人の財産を損壊したことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって

被る損害に対して保険金を支払う。 

   ★対人・対物賠償   支払限度額（1名、1事故）  1億円      ★免責金額   0円 


